
給与台帳・個人明細のデジタル化！ 
 

ペーパーレスの給与台帳は管理が簡単で

す。個人の給与明細はご自分のスマホで

確認できます。便利で安心！！ 

育児休業給付の給付率引上げ   
～2025.4～ 

 

子の出生直後の一定期間以内に 

被保険者その配偶者の両方が１４日以上 

の育児休業を取得する場合に最大２８ 

日間、休業開始前賃金の１３％相当額を 

給付し、育児休業給付と合わせて給付 

率を８０％（手取りで１０割程度）に引き 

上げる。 

令和７年 4月 

事務所ニュース[№304]     

  

 
 

 

労働保険（労災・雇用保険） 

の年度更新 
    

年に１回の保険料の申告です。 

令和７年度の概算保険料、 

令和６年度の確定保険料の 

申告・納付です。 

工事関係の事業所は令和６年度 

１年間の工事高等の申告が必要です。 

 

 
          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

社会保険労務士法人オフィスＣＯＡ・中小企業労働保険協会・外国人登録支援機関 

TEL 0985-25-1200   FAX 0985-25-2378 

E-mail：contact@office-coa.ne.jp    ✱  HP：https://www.office-coa.net 

４月カレンダー 

 

２９日（火・祝） 昭和の日 

雇用保険   
～給付制度の見直し～ 

２０２５．４以降 

自己都合離職者の失業給付・給付 

制限期間２か月を１か月に短縮 

高年齢雇用継続給付  
～給付率の引き下げ～ 

各月の給付率  

賃金額の１５％から１０％ 

就業規則の改正・届出は 

お済みですか？   
～２０２５．４．１ 施行～ 

 

子の看護休暇、育児・介護のための 

所定外労働の制限等改正されました。 

労働基準監督署への改正・届出が 

必要です。当事務所にお尋ねください 

mailto:contact@office-coa.ne.jp

